
第３号様式（第６条第１項関係）

平成30年9月14日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

１ 日時及び場所

２ 出席者

３ 件名

４ 会議結果

５ 会議内容

備考 会議内容を簡潔に記載すること。

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員

付議・報告部課

平成30年9月14日（金）午前9時30分～ 本庁舎2階災害対策本部2

総務課 篠宮課長、斎藤主査、本橋主査補

定員管理指針の見直しについて

■ 案のとおり決定する。

□ 一部修正の上、決定する。

□ 継続して検討する。

□ 案を否決する。

□ 報告を了承する。

・財政健全化の取組では職員数を404人から360人に抑制することとしているが、定員管

理指針案で、その数字が示されていない。整合は図れているのか。

⇒財政健全化の取組は普通会計ベースで見込んでいるが、定員管理指針案は全職員数で

見込んでいるため差異が出ている。定員管理指針案では、特別会計等は変わらない前

提としているため、平成30年当初の再任用職員を含めた総数である441人と平成42年

度の397人を比較すると、財政健全化の取組と同じ44人が削減されており、整合は図

れている。

・付議書の部内会議の意見等欄にある見直し方針と定員管理指針案の整合は図れている

のか。また事務事業が遂行できるか不安があることについてはどのように対応する

か。

⇒部内会議の段階では、見直し方針と定員管理指針案の項目の順番や省略していた項目

があるなど、整合が図れていない部分があったが、部内会議での意見を踏まえて修正

を行ったため、整合は図れている。事務事業が遂行できるかどうかについては、定員

管理指針案の「5 定員管理方針実現に向け求められる行政運営の方策」で挙げた効

率的な行政運営及び事務事業の廃止などにより対応していくことになる。

・平成37年度に新規採用職員が0となり、この年度以降は職員採用数にばらつきがあ

る。職員の年齢構成等を考えると、ある程度平準化して毎年一定数を採用していく方

が望ましいのではないか。

⇒平成37年度は定年延長の関係で退職者がいないため、職員定数を考えると採用するこ

とは難しい。ただし、今回の計画では自己都合退職や勧奨退職を見込んでいないな

ど、不確定要素が多いことから、中間年の見直しの際に再度検討する。なお、この方

針案では不確定部分は見込んでいないことから、待機児童対策の一般任期付保育士

（任期は平成32年度まで）などは任期満了後採用しない前提となっている。
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を要する事
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関係課等と
の調整結果
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■ □ □ □ （

部課名 総務部総務課

付議事案

定員管理指針の改定について

　平成22年4月に改定した定員管理指針に基づき、市では長期的な視点に立っ
て、計画的な職員採用等行ってきた。
　平成30年8月には、財政推計の見直し及び財政健全化の取組みが示され、人件
費等の削減が求められており、今後も計画に沿った職員採用や職員数の管理が求
められている。
　そのためには、計画期間が平成31年4月までとなっている定員管理指針を改定
し、新たな目標値を設定し管理していく必要がある。

平成31年4月で計画期間が終了する定員管理指針を改定し、市の職員数を
長期的な視点にたって、適正に管理するため

現定員管理指針の基本的な考え方は踏襲しながら、財政推計及び財政健
全化の取組みが確実に実施できるよう、再任用職員数も含めた総職員数で
管理していくため、定員管理指針を改定する

平成 30 9 14

付議書（行政経営戦略会議）

まで）

無

無 広報・ＨＰ等 有 HP（H30.10月）

無 報道発表
スケジュール

参考情報 全課

0 千円 （うち特定財源 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

今後10年間の定員管理の方針及び定員管理指針改定について

【部内会議】
・財政健全化の取組みの効果額との差異はあるのか。
・職員数の抑制はやむを得ないが、事務事業が遂行できるのか不安がある。
・見直し方針と定員管理指針案の整合性を図ったほうが良い。

平成31年4月から

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

議会説明

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課



白井市定員管理指針の見直し方針（案） 
 
１．定員管理の見直しの基本方針 
（１）定員管理の目標 
   定員管理指針の目標値は、これまで目標値の参考としていた国の定員管理指標（人口及び

面積等で積算する定員回帰指標による試算値）に基づき算定される平成 41 年度の職員数 

428 人を参考にしながら、財政健全化の取組みを踏まえ、正規職員に再任用職員を加えた合

計で平成 41 年度の目標値を 400 人とします。 
   目標値は、再任用職員（短時間）も含めて全部局、全職種を対象とした職員総数とする。 
（２）定員管理の目標年度 
   定員管理の目標年度は、平成 41 年度とし、中間年にあたる平成 36 年度を目安に見直しを

行うものとする。ただし、前提条件に変動が生じた場合には、その都度見直しを行っていく。 
（３）定年延長制度の対応 
   国家公務員の定年延長について国で議論されており、地方公務員に波及することが見込ま

れているため、現時点で有力とされている平成 33 年（2021 年）から段階的に 3 年で 1 歳延

長し、再任用制度は定年延長に関わらず 65 歳までとすることを前提に定員管理の目標を定

めることとする。 
 
２．職員採用方針について 
（１）退職補充 
   職員の退職補充は、再任用職員の人数の増減も踏まえながら、必要かつ最小限に止めるこ

ととする。 
   職員の退職補充については、専門職を優先する。 
（２）勧奨退職者への対応 
   勧奨退職者があった場合には、新規採用職員を前倒しで採用することで対応する。 
（３）再任用職員数の管理 
   再任用職員の人数は、実績から 7 割程度を新規で見込むこととして、継続を希望しない職

員があった場合及び新規で見込み数に達しない場合には、新規採用職員を前倒しで採用する

ことで対応する。 
（４）技能労務者の取扱い 
   技能労務者（運転手、用務員、調理員、技能員）の退職補充は引き続き行わず、退職不補充

に係る代替措置については、以下のとおりとする。 
   ・運転、調理業務  → 委託等に移行 
   ・用務員、技能員  → 非常勤職員（会計年度任用職員）又は委託等に移行 
（５）財政健全化の取組み 
   平成 30 年 8 月に策定された財政健全化の取組みを着実に遂行するため、職員数の抑制を

図る。 



定員管理・財政健全化ベース推計

H30当初
（2018年）

H31
（2019年）

H32
（2020年）

H33
（2021年）

H34
（2022年）

H35
（2023年）

H36
（2024年）

H37
（2025年）

H38
（2026年）

H39
（2027年）

H40
（2028年）

H41
（2029年）

H42
（2030年）

効果額合計

3,208,016 3,222,993 3,238,119 3,253,397 3,268,828 3,284,413 3,300,154 3,316,052 3,332,109 3,348,327 3,364,707 3,381,251 3,397,960

△ 14,977 △ 15,126 △ 15,278 △ 15,431 △ 15,585 △ 15,741 △ 15,898 △ 16,057 △ 16,218 △ 16,380 △ 16,544 △ 16,709 △ 189,944

△ 14,977 △ 30,103 △ 45,381 △ 60,812 △ 76,397 △ 92,138 △ 108,036 △ 124,093 △ 140,311 △ 156,691 △ 173,235 △ 189,944 △ 1,212,118

△ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 120,000

3,208,016 3,119,126 3,111,870 3,066,615 3,094,951 3,067,309 3,033,631 3,052,699 3,016,907 3,015,878 3,022,593 3,006,509 3,026,041

人数 21 7 22 0 11 13 0 14 6 0 3 2 0

効果額 △ 194,591 △ 68,754 △ 156,570 0 △ 93,745 △ 110,908 0 △ 124,895 △ 44,556 0 △ 26,116 △ 16,008

育休代替職員 人数 2 △ 5

人数 1 1 △ 1

効果額 △ 3,676 △ 3,676 3,676

人数 13 5 12 9 11 13 0 13 6 2 3 2

効果額 47,788 18,380 44,112 33,084 40,436 47,788 0 47,788 22,056 7,352 11,028 7,352

人数 4 6 3 4 11 9 12 5 11 8 10 12 4

効果額 △ 23,400 △ 11,700 △ 15,600 △ 42,900 △ 42,900 △ 46,611 △ 19,627 △ 42,035 △ 31,280 △ 38,945 △ 46,611 △ 14,712

人数 9 12 5 11 0 8 10 0 12 4 0 2 1

効果額 46,611 19,627 42,035 0 31,280 38,945 0 46,611 14,712 0 7,356 3,678

昇給等 効果額 38,378 38,868 37,091 38,153 37,286 37,108 38,696 36,738 38,039 38,308 38,259 39,223

△ 85,214 △ 7,255 △ 48,932 28,337 △ 27,643 △ 33,678 19,069 △ 35,793 △ 1,029 6,715 △ 16,084 19,533

△ 92,247 △ 92,470 △ 141,401 △ 113,065 △ 140,707 △ 174,385 △ 155,317 △ 191,109 △ 192,138 △ 185,423 △ 201,507 △ 181,975 △ 1,861,744

△ 117,224 △ 132,573 △ 196,782 △ 183,877 △ 227,104 △ 276,523 △ 273,353 △ 325,202 △ 342,449 △ 352,114 △ 384,742 △ 381,919 △ 3,193,862

△ 1,407,436

88,000 113,000 187,000 174,000 218,000 275,000 280,000 337,000 354,000 371,000 400,000 397,000 3,194,000

1,335,000

人数 24 27 36 37 37 28 24 29 18 22 16 4 2

金額 93,576 105,273 140,364 144,263 144,263 109,172 93,576 113,071 70,182 85,778 62,384 15,596 7,798

39 41 48 37 36 34 29 30 26 16 6 3

人数 408 401 393 384 393 393 393 393 392 392 394 394 394

人数 441 440 434 432 430 429 427 422 422 418 410 400 397

人数 430 433 436 435 435 434 434 433 432 431 429 428 426定員回帰指標の定数(国指標)

正規職員数

正規職員＋再任用

再任用人件費平均

①効果額累計

効果額財政健全化ベース合計(①＋②＋③)

定年退職等（年度末）

派遣職員増

新規採用

再任用期間満了

新規再任用

③職員数効果額累計

効果額合計

②指導主事1人

給与上昇分見込み(401人)

効果額

《参考》財政健全化の取組み効果額

更新・新規合計人数

一般職人件費（普通会計）
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白井市定員管理指針（案） 
 

平成 17 年 2月 28 日策定 

平成 20年 3月 31 日改訂 

平成 22年 4月 15 日改訂 

平成 26年 8 月 1 日改訂 

平成 30年 9月  日改訂 

 

１．職員数の現状 

  本市の職員は、保育園の待機児童対策など多様化する市民ニーズへの対応や公共施

設の耐震化、維持管理など、効率的な行政運営に努めていますが、大量採用時の職員

の定年退職が続いているなか、専門職が計画どおり確保できず、各課の配置要望には

十分な対応ができていない状況です。 
今後も、多くの定年退職者が見込まれ、これまでどおり円滑な行政運営を行うため

には、再任用職員を活用しながら職員の有する知識や経験を確実に継承し、職員の資

質の向上に努めていくことが必要とされています。 
市の財政状況は、歳入面では人口減少や地価の下落傾向により税収の減少が見込ま

れ、歳出面では高齢者の増加や社会保障制度改革による扶助費などの義務的経費の増

加が見込まれています。また、小中学校のエアコン設置など新たな行政需要への対応

など、これまで以上に厳しい財政運営が求められており、平成 30 年 8 月に財政推計

を見直すとともに財政健全化の取組みが示されました。財政健全化の取組みでは、歳

出削減のための項目として義務的経費である人件費等の削減が求められています。 
 
 ①職員の年齢別構成 
  本市の職員構成は、千葉ニュータウンの開発に伴い、昭和 50 年代に大量に職員を

採用したこと、行政改革により職員を採用しない時期があったことなどから、いびつ

な年齢構成となっています。特に専門職は採用時期が重なっていることもあり、年齢

の偏りが大きくなっています。 
また、大量採用時の職員の定年退職が進んでいることから、50 歳代の割合が減少

してはいるものの、依然として 40 歳代以上が約 6 割という状況です。 
 

 ～30 歳 31 歳～40 歳 41 歳～50 歳 51 歳～ 

職員数 89 人 70 人 129 人 101 人 
割 合 22.9％ 18.0％ 33.2％ 26.0％ 

（内専門職） 12 人 36 人 56 人 29 人 
 ※平成 30 年 4 月 1 日現在の白井市採用職員 389 人の内訳 
 
 ②職種別職員数の推移 

職員数は、直近 5 年間をみると平成 26 年度 414 人、平成 30 年度 408 人で微減と

なっており、一般職や退職不補充としている用務員等の技能労務職の減員によるもの
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です。 
しかしながら、保育士は待機児童対策として平成 28 年度から平成 32 年度まで

の 5 年間を任期とした一般任期付保育士を採用したことにより増加しています。 
また、再任用職員は、平成 29 年度からすべて短時間勤務としているため定員管

理上は職員数から除いていますが、大量採用時の職員の定年退職が続いており、毎

年人数が増加しています。 
（単位：人） 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 
一般職 293 292 294 292 288 
 正規職員 280 279 282 279 274 

指導主事 6 6 6 6 5 
派遣職員 7 7 6 6 7 

保育士 49 51 58 57 54 
 正規職員 46 46 46 46 45 

一般任期 － － 9 8 8 
育休任期 3 5 3 3 1 

医療職 38 39 38 36 37 
 正規職員 37 36 34 34 35 

一般任期 － 1 1 1 1 
育休任期 1 2 3 1 1 

建築・土木 21 20 22 22 22 
技能労務 13 11 10 7 7 

総数 414 413 422 414 408 
 
〈参考：再任用職員数の推移〉 

（単位：人） 
 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 
フルタイム 6 3 5 － － 
短時間 11 17 15 28 33 

 ※H29 年度以降は短時間のみ（フルタイムは上記職種別にも含まれています）。 
 
③類似団体との比較 

  総務省の類型を用いた類似団体との比較では、平成29年4月1日現在の職員数は、

普通会計で 5 人多く、一般行政で 2 人少ない状況です。 
また、人口 1 万人当たりの職員数でみると、県内では一番少ない状況です。 
範囲を関東地方まで広げてみた場合には、地域差もありますが、千葉県 4 市の職員

数は他県と比べると軒並み多い状況です。 
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  （単位：人） 
 住基人口 総職員 普通会計 一般行政 類団比較 1 万人当り 

四街道市 92,337 614 564 391 ▲ 87(▲ 74) 61.08  
茂原市 90,949 617 567 478   28(   46) 62.34  
印西市 97,263 663 616 486    36(   20) 63.33  
白井市 63,345 414 373 308     5(▲  2) 58.88  
牛久市 85,022 346 321 273 ▲195(▲148) 37.75  
守谷市 66,251 343 294 260 ▲ 88(▲ 62) 44.38  
志木市 75,421 397 355 311 ▲ 53(▲ 46) 47.07  

あきる野市 81,403 431 397 326 ▲ 47(▲ 58) 48.77  
東大和市 85,945 476 432 364 ▲ 48(▲ 58) 50.26  
龍ヶ崎市 78,289 440 400 350 ▲ 58(▲ 48) 51.09  
吉川市 71,584 417 370 327 ▲ 46(▲ 37) 51.69  

鶴ヶ島市 70,061 391 367 326 ▲ 19(▲ 17) 52.38  
甲斐市 75,373 444 403 347 ▲ 40(▲ 28) 53.47  
清瀬市 74,510 445 405 341 ▲ 18(▲ 33) 54.36  
北本市 67,593 401 371 315    12(▲  1) 54.89  
桶川市 75,266 448 417 367 ▲  2(▲  1) 55.40  
日高市 56,600 367 324 267 ▲ 68(▲ 12) 57.24  
国立市 75,452 474 436 386    20(   18) 57.79  
下野市 60,133 382 348 286   8(  3) 57.87  
福生市 58,554 374 340 263 40(   19) 58.07  
稲城市 89,089 871 518 346 ▲ 86(▲ 67) 58.14  
白岡市 52,257 351 313 263   21(   14) 59.90  
飯能市 80,293 616 543 475 33(   50) 67.63  
蓮田市 62,347 473 424 295  7(   2) 68.01  
逗子市 60,154 450 423 291   6(   5) 70.32  
日光市 84,929 982 911 624 298( 193) 107.27  

※類団比較欄（類似団体との比較）は、平成 29 年 4 月 1 日現在で普通会計（一般行政）

の修正値で比較 
 

２．職員数の課題 

このような状況の中、市の職員定員管理は、引き続き職員の定年退職を長期的な視

点で捉え、計画的な定員管理を行っていく必要があります。 
公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられており、再任用を希望する職員は

原則として採用するという国からの要請もある中で、再任用職員も含めた職員数での

定員管理が必要となっています。 
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    ※ 参 考       
定年退職年度 年金支給開始年齢 

平成 25・26 年度 61 歳  
平成 27・28 年度 62 歳 
平成 29・30 年度 63 歳 
平成 31・32 年度 64 歳 
平成 33 年度以降 65 歳 

 
また、現在国家公務員の定年延長について人事院から意見が提出され、今後地方公

務員にも波及してくることが確実となっており、定年延長も見据えた対応が求められ

ます。 
さらに、平成 32 年度からは会計年度任用職員制度が導入されるほか、下水道会計

の適法化など様々な法改正に伴う対応や市民ニーズに対応していくには職員数の増

員要望が多くなることが見込まれますが、一方では 8 月に示された新たな財政健全

化の取組みでは、職員数の抑制などによる人件費等の削減が求められており、効率

的・効果的な行政運営が必須となります。 
 

３．定員管理の目的と定員管理方針 

  市の職員定員管理については、平成 21 年度の見直しにより、短期間の大量定年退

職者が出る時期に円滑な行政運営ができる職員体制を確保し、かつ、効率的で柔軟な

行財政運営を保持していくため、10 年間の長期的な視点に立った方針を定め定員管

理を行ってきました。 
現在の定員管理指針の目標値が平成 31 年度までであること、また平成 30 年 8 月

に策定した財政推計の見直し及び財政健全化の取組みを着実に実行するため、職員数

の定員管理を長期的に管理していく必要があることから、引き続き今後 10 年間の定

員管理の指針を定め、この方針による 10 年を定員管理の目標値とします。 
今後の定員管理の基本的な方針は、財政健全化の取組みである人件費の削減を着実

に実現するため、再任用職員も含めた職員数で定員管理をしていきます。 
  また、行政経営改革実施計画、財政健全化の取組み及び行政組織再編基本方針に基

づいて、行政組織の効率化・スリム化を図り職員数を抑制するとともに、委託や指定

管理者制度を積極的に活用しながら、職員が行うべき業務の充実を図り、全体の職員

数のスリム化を進めます。 
  新たな行政需要に対応するための必要な人員の確保については、既存事業の廃止・

統合及び業務の簡素化、民間等委託、市民との協働等によって人員を削減するととも

に、退職者に対する補充として計画的な職員採用や定年退職者の再任用制度を活用す

るなど、引き続き職員の任用の多様化を図ることとします。 
  基本的な方針に基づく具体的な方策は、次のとおりとします。 
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（１）退職職員の補充等 
 ① 定年退職者や勧奨退職者等の補充については、目標職員数を考慮し、必要かつ最

小限に止め、毎年度の採用人数の平準化を図るなど計画的な採用を行うとともに、

再任用職員数も考慮しながら、職員バランスを考慮し採用します。 
 ② 採用職員数は、事務職、技術職、専門職の合計数とします。 
 ③ 職員の退職補充は、法令上の要件等も踏まえ専門職を優先します。 
 ④ 技能労務者（運転手、用務員、調理員、技能員）の退職補充は引き続き行わず、

退職不補充に係る代替措置については、以下のとおりとします。 
   ・運転、調理業務  → 委託等に移行 
   ・用務員、技能員  → 非常勤職員（会計年度任用職員）又は委託等に移行 
  
（２）財政健全化の取組み 
   平成 30 年 8 月に策定された財政健全化の取組みを着実に遂行するため、事務事

業を見直ししながら、職員数の抑制を図ります。 
 
（３）組織体制の見直し 
   限られた市役所内のマンパワーを最大限に発揮し、新たな行政課題に対応してい

くため、平成 29 年度に策定した白井市行政組織再編基本方針に基づき行政組織の

細分化、専門化を見直し、組織規模の適正化に考慮しながら、効率的で機動的な行

政組織を構築するとともに、行政組織の効率化・スリム化を進めていきます。 
  
（４）再任用職員制度の活用 
   再任用職員が、現役時のキャリアや個人の能力を十分に活かせるように、これま

での配置部署にこだわらず、様々な部署で積極的に活用していきます。 
 
（５）任期付職員採用制度の活用 
   任期付職員採用制度を活用し、事務の内容等により、専門性が高い業務や一時的

に業務が増加することが見込まれる業務については、知識・経験を有する者を採用

し、正規職員の抑制を図ります。 
また、職員の育児休業の取得に係る措置として任期付職員制度の活用を図ります。 

 
（６）会計年度任用職員制度の活用（平成 32 年度から） 
   業務の内容等により、短時間で終了する業務や単純作業については、会計年度任

用職員を活用します。 
 
（７）民間委託・指定管理者制度等の活用 
   市が直接実施するよりも民間会社に委ねた方が市民の利便性の向上や費用対効

果が期待できる分野については、積極的に民間委託を推進していきます。 
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   また、公の施設についても、民間事業者等が有するノウハウを活用することによ

り、住民サービスの質の向上を図っていくことで施設の設置目的を効果的に達成で

きる場合には、指定管理者制度を活用していきます。 
 
４ 定員管理の目標  

  定員管理方針に基づき職員の採用・退職管理を進めることにより、平成 32 年度か 
らの 10 年間の職員数の目標を、正規職員及び再任用職員を含め次のとおりとします。 

  なお、中間年にあたる平成 36 年度を目安に見直しを行うものとしますが、今後の社

会経済情勢の変化や突発的な事態の発生など、現段階で不透明なものも多いことから、

これらの情勢変化が職員数に大きな影響を与えると判断された場合は、必要な見直し

をその都度行うこととします。 
 

【職員数】 
                                （単位：人） 

 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

減
要
因 

前年度退職者数 21 7 13 0 11 13 

その他(派遣増・育休終了) 1 6 9 0 0 0 

増
要
因 

新規採用職員数 13 5 12 9 11 13 

その他(派遣終了・育休増) 2 0 1 0 0 0 

正規職員数 401 393 384 393 393 393 

再任用職員数(更新) 27 36 37 37 29 24 

再任用職員数(新規) 12 5 11 0 8 10 

職 員 総 数 440 434 432 430 429 427 

 

 平成 37 年度 平成 38 年度 平成 39 年度 平成 40 年度 平成 41 年度 

減
要
因 

前年度退職者数 0 14 6 0 3 

その他(派遣増・育休終了) 0 0 0 0 0 

増
要
因 

新規採用職員数 0 13 6 2 3 

その他(派遣終了・育休増) 0 0 0 0 0 

正規職員数 393 392 392 394 394 

再任用職員数(更新) 29 18 22 16 4 

再任用職員数(新規) 0 12 4 0 2 

職 員 総 数 422 422 418 410 400 

 
（注）上記数値は、試算による参考値であり、これらの数値に捕らわれるものではありません。 
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５ 定員管理方針実現に向け求められる行政運営の方策 

  現下の厳しい財政状況の中で定員管理指針及び定員管理の目標を達成していくた

め、全職員により次の２つの取組みを進めます。 
 
（１）効率的な行政運営 
   地方分権の進展により、市は、住民に最も近い基礎自治体として、自らの選択と

責任で政策を決定し行政運営を行うことが求められています。それらに応えるため、

組織の見直しや、行政経営改革実施計画の項目でありこれから作成する「白井市職

員のあるべき姿」に基づき「白井市人材育成基本方針」を見直し、職員の意識改革・

資質向上を図り効率的な行政運営を進めます。 
 
（２）事務事業の廃止 
   職員は、行政が担うべき新たな行政需要に対応していくため、常に事務事業の目

的に照らし効果や費用を把握し、他課との連携を図りながら、重複している事業や

効果がなくなってきた事業の廃止を念頭に進めます。 



定員管理推計

H30当初
（2018年）

H31
（2019年）

H32
（2020年）

H33
（2021年）

H34
（2022年）

H35
（2023年）

H36
（2024年）

H37
（2025年）

H38
（2026年）

H39
（2027年）

H40
（2028年）

H41
（2029年）

408 401 393 384 393 393 393 393 392 392 394 394

389 381 379 378 387 387 387 387 386 386 388 388

一般行政等 256 243 242 241 250 252 253 253 255 257 259 260

保育士 45 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

土木 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

建築士 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

司書 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 5

その他行政職1 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

行政職2 7 7 7 6 6 4 3 3 2 0 0 0

栄養士 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

保健師 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

看護師 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

その他医療職 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

その他（派遣等） 25 27 22 13 13 13 13 13 13 13 13 13

教育委員会(7級以上) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

指導主事 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

県庁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

千葉県警 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

消防組合 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

一般任期 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

育休任期 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一部事務組合等派遣 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7

印西環境 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3町衛生組合 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

消防組合 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

その他 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 5 12 9 11 13 0 13 6 2 3 2

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退職者（定年） 17 7 13 0 11 13 0 14 6 0 3 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一部事務組合等派遣 1 1 △ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 39 41 48 37 36 34 29 30 26 16 6

②再任用期間満了 6 3 4 11 9 12 5 11 8 10 12 4

③新規再任用 12 5 11 0 8 10 0 12 4 0 2 1

正規職員数 408 401 393 384 393 393 393 393 392 392 394 394

正規職員＋再任用 441 440 434 432 430 429 427 422 422 418 410 400

430 433 436 435 435 434 434 433 432 431 429 428

職員数(各年4月1日現在）

定
員
管
理
上
の
職
員
数
内
訳

正規職員数

①再任用職員(前年①－②＋③)

新規採用職員

退職者（勧奨・自己都合）

定員回帰指標による定数

その他(任期付、育休等）

その他(任期付、育休等）

増
要
因

減
要
因

総
職
員
数

再
任
用



定員管理推計

H30当初
（2018年）

H31
（2019年）

H32
（2020年）

H33
（2021年）

H34
（2022年）

H35
（2023年）

H36
（2024年）

H37
（2025年）

H38
（2026年）

H39
（2027年）

H40
（2028年）

H41
（2029年）

13 5 12 9 11 13 0 13 6 2 3 2

一般行政等 7 5 11 9 10 10 12 5 2 2 2

保育士 3 2 1 1

土木 2 1

建築士 1

司書

その他行政職1 1

行政職2

栄養士

保健師 1

看護師 1

その他医療職

その他（派遣等） 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教育委員会(7級以上)

指導主事

県庁

千葉県警

消防組合

一般任期

育休任期 2

各
年
職
員
増
の
要
因

新規採用職員



定員管理推計

H30当初
（2018年）

H31
（2019年）

H32
（2020年）

H33
（2021年）

H34
（2022年）

H35
（2023年）

H36
（2024年）

H37
（2025年）

H38
（2026年）

H39
（2027年）

H40
（2028年）

H41
（2029年）

退職者（定年） 17 7 13 0 11 13 0 14 6 0 3 0

一般行政等 16 6 12 8 9 10 3 1

保育士 1 1 2 1 1

土木 1

建築士

司書 2 1

その他行政職1

行政職2 1 2 1 1 2

栄養士

保健師 1

看護師 1

その他医療職

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般行政等 4

保育士

土木

建築士

司書

その他行政職1

行政職2

栄養士

保健師

看護師

その他医療職

一部事務組合等派遣 1 1 △ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印西環境 1

3町衛生組合

消防組合

その他 1 △ 1

その他（派遣等） 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教育委員会(7級以上)

指導主事

県庁

千葉県警

消防組合

一般任期 9

育休任期 5

各
年
職
員
減
の
要
因

退職者（勧奨・自己都合）


